
給与勧告の仕組みと
本年の勧告のポイント

令和３年１０月

青森県人事委員会
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給与勧告の対象職員

青森県には、令和３年４月１日現在、一般職の職員（臨時、非常勤職員を除く）は１７,８７９人いますが、このうち人事委員会の給与勧告
の対象となるのは、公営企業（病院局等）職員及び現業職員を除いた１６，４３２人となります。

公営企業職員
1,227人

現業職員
220人

総計
17,879人

（令和3年4月1日現在）

勧告対象職員数 16,432人

（任命権者別内訳）
知事 3,477人
警察本部長 2,589人
教育委員会 10,292人

その他 74人

事務部局 398人
県立学校 3,073人
小・中学校 6,821人
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※再任用職員は含まれていません。



給与勧告の手順
人事委員会では、公民給与の比較の基礎とするため、県職員と民間の給与を調査しています。その結果に基づいて公民の４月分の給

与（月例給）を精密に比較して得られた較差を考慮し、地方公務員法第２４条第２項に規定する給与決定の諸条件を総合的に勘案し勧告
を行っています。
また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し、その結果得られた年間支給割合を重視

しつつ、地方公務員法第２４条第２項に規定する給与決定の諸条件を総合的に勘案し勧告を行っています。

県職員給与の調査
（再任用職員等を除く全職員16,432人を対象）

民間給与の調査
（企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上）

【県内160事業所】（母集団393事業所）

個人別調査
＜４月分給与＞

従業員別調査
＜４月分給与＞

事業所別調査

給与改定や
諸手当の支
給の状況

ボーナス
（前年８月から当年７月まで）

民間の特別給の
年間支給割合との比較

民間と県職員（行政職）の給与を比較
役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式）

情勢適応の原則
（地方公務員法第14条）

均衡の原則
（地方公務員法第24条第2項）

人 事 委 員 会 勧 告

知事県議会 条例改正案提出

・国家公務員の給与
・他の都道府県職員の給与
・生計費
・その他の事情

（勧告の取扱い決定）（給与条例の改正）
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民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）
月例給の民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総

額（Ａ）が、現に支払っている支給総額（Ｂ）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。
具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の県職員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれ

に県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

行政職給料表

１級（係員）

２級（係員）

３級（主査）

４級（主幹）

５級（総括主幹）

６級（副参事）

７級（課長）

８級（次長）

９・10級（部長）

大卒

短大卒

高卒

中卒

22・23歳

20・21歳

18・19歳

15・16歳

民間給与
×県職員数

民間給与
×県職員数

民間給与
×県職員数

民間給与
×県職員数

県職員給与
×県職員数

県職員給与
×県職員数

県職員給与
×県職員数

県職員給与
×県職員数

各役職段階ごとに、
「1級」と同様、学歴別、
年齢階層別に民間給
与及び職員給与を算定

民間給与総額
÷県職員総数
＝345,791円（a）

県職員給与総額
÷県職員総数
＝345,800円（b）

本年の公民較差 △９円 （△０．００％） （算定方法） （a）－（b）

（役職段階） （学歴） （年齢階層）

〔民間給与総額（Ａ）〕 〔県職員給与総額（Ｂ）〕

３



本年の勧告のポイント

１ 給料表

据置き

２ 期末手当・勤勉手当

年間平均支給月数を4.25月から4.20月に引下げ

３ 実施時期

令和３年12月１日

４

最近の給与勧告の実施状況（行政職給料表関係）

月例給 特別給（ボーナス）
行政職給料表適用者の

平均年間給与（カット前※）

平均改定率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 増減率

平成24年 － 3.85月 △0.10月 ※△3.8万円 △0.6％

平成25年 － 3.85月 － － －

平成26年 0.24％ 3.95月 0.10月 5.1万円 0.9％

平成27年 0.21％ 4.00月 0.05月 3.0万円 0.5％

平成28年 0.15％ 4.05月 0.05月 2.6万円 0.5％

平成29年 0.14％ 4.20月 0.15月 6.1万円 1.1％

平成30年 0.17％ 4.25月 0.05月 2.7万円 0.5％

令和元年 0.13％ 4.30月 0.05月 2.5万円 0.4％

令和２年 － 4.25月 △0.05月 △1.8万円 △0.3％

令和３年 － 4.20月 △0.05月 △1.7万円 △0.3％

※ 「カット前」とは、職員の給与の特例に関する条例による給料月額の減額を行う前のベースの給与であることを示す。


